
指名競争入札通知書 

 

2025 教学第 402 号 

2025 年８月 19 日 

指名業者 各位 

須坂市教育委員会 

教育長 勝山 幸則 

（ 公 印 省 略 ） 

下記により入札を行いますから参加してください。 

 

記 

 

１．件     名 

  【発注担当課】 
 須坂市中央児童センター ＡＥＤ賃借【学校教育課】 

２．納 入 場 所 中央児童センター 

３．品名及び数量等 ＡＥＤ １台 

４．賃 貸 借 期 間 2025 年 10 月１日から 2030 年９月 30 日まで 

５．入札及び 開札の

場所・日時 

（1）場所：須坂市役所３階 305 会議室 

（2）日時：2025 年９月 10 日（水）午前９時 30 分 

６．入札に参加する者 

に必要な資格 

須坂市暴力団排除条例（平成 23 年須坂市条例第 13 号）第２条第２号に規定する暴力団員

及び同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

７．仕様書等の頒布 

（1）頒布：須坂市ホームページ 

ホーム＞行政情報＞財政・行政＞入札・契約＞入札情報一覧（ページ ID：4319） 

  からダウンロードすること。 

（2）パスワード設定：設定なし。 

 ※「設定あり」の場合は、別紙「パスワード通知書」を参照すること。 

（3）閲覧：通知の日から入札日当日まで発注担当課窓口にて閲覧できる。 

※土・日曜日及び祝日を除く午前８時 30 分から午後５時まで 

８．仕様書等に対する

質問・回答 

（1）質疑書受付期間：通知の日から 2025 年９月４日（木）（最終日の受付は正午まで） 

（2）質疑書提出先：学校教育課 上條 

（電子メール（学校教育課）：school@city.suzaka.nagano.jp） 

（3）回答時期：2025 年９月８日（月）の午後３時までに回答する。 

 ※「質疑用紙（須坂市指定様式）」を使用し電子メールで提出すること。質疑回答書は、

須坂市ホームページ（本入札案件の設計図書等掲載ページ）に掲載する。 

９．入札保証金 

須坂市財務規則（平成２年須坂市規則第６号）第 110 条第１項第３号の規定によりその納

付を免除する。ただし、次のいずれかに該当した場合は、見積もった契約希望金額（消費

税及び地方消費税を含む金額）の 100 分の５に相当する金額を納付しなければならない。 

ア 落札候補者として決定された者が、入札参加資格確認書類を提出しなかったとき 

イ 落札者として決定された者が、契約を締結しないとき 

ウ 低入札価格調査に係る調査書類等、発注者が求める入札条件を確認する書類を提出し

なかったとき 

エ やむを得ない事情と発注者が認める辞退による場合を除き、契約締結にいたらなかっ

たとき 



10．入札金額 
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額（税抜き：月額）を入札書に記載すること。 

11．入札の無効 
（1）須坂市財務規則第 112 条に規定する入札書。 

（2）須坂市入札心得（平成 10 年４月１日施行）第９条に規定する入札書。 

12．契約保証金 

金銭的保証。ただし、須坂市財務規則第 124 条第３項の規定に該当する場合は、その納付

を免除する。 

※第３号の規定で免除する場合は、「実績に関する申出書」を作成すること。 

13．その他 

（1）入札の回数は２回を限度とする。第１回目の開札において、予定価格の制限の範囲内

の価格で入札した者がないときは、再度入札を行う。なお、第２回の入札をもってし

ても落札者がいないときは、最終回の最低入札者と地方自治法施行令（昭和 22 年政令

第 16 号）第 167 条の２第１項第８号の規定による随意契約へ移行する。随意契約の見

積の回数は２回を限度とする。 

（2）入札に参加しない場合は、辞退届を提出すること。辞退届を提出しないで定刻までに

おいでにならないときは、棄権とみなす。 

（3）入札者が２者に満たない場合は、当該入札を中止する。 

（4）須坂市入札心得等を遵守すること。 

（5）本契約は、須坂市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成 17

年須坂市条例第 50 号）に基づく長期継続契約である。 

  ≪契約条項の特約事項（例）≫ 

 「歳出予算が計上されない場合又は歳出予算が減額された場合の解除又は変更」 

１ 甲（須坂市）は、甲の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合又 

は減額された場合は、この契約を解除又は変更することができる。 

２ 乙（契約の相手方）は、前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合におい

て、乙に損害が生じたときは、甲にその賠償を請求することができる。この場合の賠

償額は甲乙協議して定めるものとする。 

 

仕 様 書 等 内 訳 

 

仕様書等名 パスワード設定 サイズ 枚 数 備 考 

仕様書 × Ａ４ ２  

 


